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第２節 精神保健福祉 

１ 精神保健福祉 

地域精神保健福祉業務の中心的な機関として、行政関

係、医療、社会福祉施設等の諸機関を含めた地域社会と

の緊密な連絡調整の下に、地域住民の精神的健康の保持

と福祉の増進を図るため、諸活動を行っている。

 

（１）精神障害者の概況 

表１-１ 入院届出等状況 （単位：件）                                 令和元年度 

※ 精神保健福祉法に基づく入院数 

 

表１－２ 自立支援医療受給者証交付状況（精神通院）（実件数）                 令和元年度                              

 管内計 小松市 加賀市 能美市 川北町 

受給者数 2,901   1,296 954     602 49  

 

表１－３ 精神障害者保健福祉手帳交付状況（実件数）                     令和元年度                                             

  管内計 小松市 加賀市 能美市 川北町 

計    1,558     709     454     359        36 

1級       93      40      25      27       1 

2級    1,220     553     352     285      30 

3級      245     116      77      47         5 

※ １級：精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの  

２級：精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程

度のもの  

３級：精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加え

ることを必要とする程度のもの 

 

区        分 

 入      院 

計 
措 置 

医 療 保 護 

小松市 加賀市 能美市 川北町 

症 状 性 を 含 む 器 質 性 精 神 障 害   － 89  68 46 6 209 

精神作用物質使用による精神および行動の障害 － 13   5  5 －   23 

統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害  1 89  43 29 2 164 

気 分 （ 感 情 ） 障 害 1 37  22 17 1 78 

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害  －  7   5  2 －  14 

生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 －  1  3 － －    4 

成人のパーソナリティおよび行動の障害  －  1 － － －   1 

精 神 遅 滞 [ 知 的 障 害 ]   －  6  2  3 －   11 

心 理 的 発 達 の 障 害  2  3  2  3 －   10 

小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害 

特 定 不 能 の 精 神 障 害 
－  3  2  1 －    6 

             計   4 249 152 106 9   520 
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（２）精神保健福祉相談及び訪問指導 

表２－１ 件数の内訳                       令和元年度 

区 分 電話相談 来所相談 訪問指導 計 

実 件 数   66   74  

延 件 数  2,195  125  177   2,497 

 

表２－２ 相談件数の年度推移                                    

年度    区分 
電話相談 来 所 相 談 訪 問 指 導 

 延   実  延  実   延 

平成２７年度  2,512   123 317  80    361  

平成２８年度  2,555    136  366  90   325  

平成２９年度  2,728   138  347  78    263  

平成３０年度  1,649  95 190 51 115 

令和 元 年度  2,195  66 125 74 177 

 

表２－３ 来所経由別件数                                         令和元年度 

区 分 本 人 家  族 病  院 
福  祉 

事務所 
保健所 

精神保健福

祉センター 
市 町 

職場・ 

学校 
民生委員 その他 計 

来 所 

相 談 
  34     46 7   － 3 1 7 －    －  27  125 

訪 問 

指 導  
   6   20 24   － 11 － 19 2 － 95  177  

 

表２－４ 年齢別件数                                                                  令和元年度 

年  齢 ～ 9 10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～ 不 明        計 

電 話 

相 談 
 －  51  342  443   795  317    143  81  23 2,195 

 

 

2,320 

来 所 

相 談 

 

－  

  

 4  

 (3) 

 33 

 (15) 

  16 

 (12) 

 31 

 (21) 

 12 

 (8) 

 21 

 (3) 

 6 

 (2) 

 2 

 (2) 

125 

 (66) 

訪  問 

指 導 
－   

     2 

 (2) 

 28 

 (13) 

 29 

 (18) 

 65 

 (22) 

 26 

  (11) 

 14 

 (4) 

 13  

  (4) 
 －  

 177    

 (74) 

注：（ ）は実件数 

 

表２－５ 相談内容別件数                                                 令和元年度 

区 分  
老人精神   

保健 
社会復帰 アルコール 薬物 ギャンブル 思春期   

心の健康 

づくり 

摂食 

障害 

 

てんかん 

 

その他   計 

電 話 

相 談 
  29  1,412   7  2  －  3   552  1  －    189 2,195 

 2,320 
来 所 

相 談 
   4     63   1  － －  －     47 －  －   10   125 

訪 問 

指 導 
   4    100   －  －  － －     53  －   －   20   177 
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表2－6　診断別件数　　（診断名はＩＣＤ１０に準ずる）

Ｆ０ Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４ Ｆ５ Ｆ６ Ｆ７ Ｆ８ Ｆ９ Ｇ４０
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0 2 35 21 5 0 0 2 5 0 0 0 7 48 125

(0) (2) (13) (14) (4) (0) (0) (2) (3) (0) (0) (0) (3) (25) (66)

3 1 69 39 6 0 0 11 21 0 0 0 0 27 177
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（３）自殺防止対策事業 

日本における自殺者数は、平成１０年から平成２３年ま

で年間３万人を上回り、大きな社会問題となった。 

平成２４年から自殺者数は３万人を下回ったものの、依

然として多くの命が失われている現状である。 

  県では、平成１９年度に「自殺対策行動計画」を策定し、

総合的な自殺対策に取り組んできた。こうした中、国にお

いて平成２９年７月に改正自殺対策基本法を踏まえた新た

な自殺総合対策大綱が策定されたことから、県としても国

の動向を踏まえ平成３０年４月に新たな『自殺対策計画』

を策定し、更なる自殺者の減少のため、効果的な自殺対策

の推進を図っている。 

自殺の原因は、健康問題、経済・生活問題、対人問題等

多岐にわたり、個人の問題にとどまらず、地域社会全体で

取り組まなければならない課題となっている。

 

表３－１ 地域連携会議の開催状況                                    令和元年度  

事 業 名 日 時 内      容 参 集 者 参加者数 

自殺防止対策 

地域連絡会 
R2.1.29 活動報告・意見交換（グループワーク） 

行政、医療、福祉機

関、各種団体 

 

36人 

 

表３－２ うつ・依存症家族教室の開催状況           

自殺リスクの高いうつや依存症者の家族及び支援者等に対し、   めの方法なども学び、家族等の支援を通してうつ・ 

正しい知識を普及する。また、家族自身の心身の健康を守るた     依存症者への支援を図る。    

                           令和元年度   

日  時 名   称 内       容 参加者数 

 

R1.10.29 

 

うつ病家族教室 講話「うつ病の理解と対応」 

講師：加賀温泉駅前こころクリニック 長谷川 英裕氏（医師）  

 

10人 

 

R1.11.25 

 

アルコール依存症家族教室 講話「アルコール依存症の理解と対応」 

講師：岡部診療所 西念 奈津江氏 （精神保健福祉士） 

 

6人 
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表３－３ ゲートキーパー養成等事業の実施状況  

広く一般の人々に自殺予防に関しての理解を深め、身近な

人の異変に気づき、声をかけ、話を聴き、適切な相談先を紹 

介できる人（ゲートキーパー）を養成する。 

                                              令和元年度  

日 時 場  所 内    容 対 象 者 参加者数 

H31.4.4 大同工業 ゲートキーパー養成研修 大同工業（新入社員） 19人 

R1.6.25   南加賀保健所 若い世代向けゲートキーパー養成研修 看護学生（金大） 4人 

R1.6.28   同 上 同     上 看護学生（金大） 4人 

 R1.7. 3  同  上 同     上 看護学生（金沢医科大） 4人 

R1.7.12 公立小松大学 同     上 
看護学生（公立小松大学保健

医療学部看護学科） 
50人 

R1.7.16 南加賀保健所 同     上 看護学生（金大） 4人 

R1.11.14 橋立中学校 同     上 橋立中学 1年生 18人 

R1.11.26 錦城中学校 同     上 錦城中学 2年生 132人 

 

表３－４ 自殺未遂者支援体制整備事業               

平成２７年１２月より救急告示医療機関である小松市民

病院と、平成２９年１月よりやわたメディカルセンターと、

同年７月より加賀市医療センターと、令和元年１０月より

公立松任石川中央病院と、自傷行為・自殺未遂者のための

連携事業を開始した。 

自傷行為及び自殺未遂者本人や家族へのこころのケアが実

施できる体制を整備し自殺の再企図防止を目的としている。 

また、自殺未遂者に早期に接する救急告示医療機関及び救

急隊員向けに自殺未遂者への対応について研修会を実施し

ている。 

                                令和元年度  

   日   時 名  称 場  所 対   象   者 参加者数 

コロナ感染症の

ため中止 
自殺未遂者支援研修会  救急告示・精神科医療機関、消防署、市町等  
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（４）ひきこもり社会参加復帰支援事業 

表４－１ ひきこもりに関する相談状況                 令和元年度

 

 

 

表４－２ ひきこもり当事者グループ活動の実施状況                         

 平成 27年 8月より新規に開始した事業。月１回、第 3金曜日の 13:30～15:30に活動。      令和元年度                                                                      

 

 

 

表４－３  ひきこもり家族教室の実施状況                          令和元年度 

 

 

 

 

（５）精神障害者地域生活支援事業（退院促進事業） 

平成 19年度より開始している事業。精神科病院に入院し

ている精神障害者のうち、受け入れ条件が整えば退院可能

な者に対し、円滑な地域移行に向けての支援を行い、社会

復帰の促進を図ることを目的としている。平成 26年 4月の

法改正により、医療保護入院者の退院促進措置が病院の管 

    精神障害者の地域移行に関わる関係者を対象に事業の

主旨の共通理解を図り、支援体制づくりの向上に努めた。 

また、支援活動を行うにあたり、地域で生活する当事者 

をピアサポーターとして県で養成し、対象者や家族に対

し、地域移行に関する相談・助言を行っている。

理者に義務づけられた。 

 

表５－１ 精神障害者地域生活支援事業実施状況                               令和元年度  

 

表５－２ ピアサポーターの登録・活動状況                                 

ピアサポーター登録者 7名（新規 2名、継続 5名）                           令和元年度  

 

区   分 電話相談 来所相談 訪問指導 計 

実 件 数  14 8  

延 件 数 153 33 18 204 

開 催 回 数 場  所 内        容 参 加 人 数 

4回 南加賀保健所 話し合い、軽スポーツ、料理教室等 2人（延 4人） 

日  時 場  所 内       容 参 加 人 数  

R2.2.12 南加賀保健所 
第 1回家族教室・交流会  

講師： 加賀こころの病院  棟居 俊夫 氏 
31人 

 日  時 名  称  参  加  者  数 

R1.7.5  第 1回 連絡会   41人 参集者：精神科医療機関、相談支援事業所、市町、当所 

日  時 活  動  内  容 参 加 人 数 

R1. 7. 5 第１回精神障害者地域生活支援事業連絡会に助言者として参加 4人 

R1. 8.30 ピアサポーター養成研修会に参加       5人 

R1. 8.31 茶話会（加賀こころの病院）       2人 

R1.11.16 茶話会（加賀こころの病院）       1人 

R2. 1.18 茶話会（加賀こころの病院） 1人 
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（６）関係機関との連携 

表６－１ 研修会・連絡会の開催状況                                       令和元年度 

 日  時 名       称 参    集   者 参加者数 

R2.2.27 
コロナ感染防止

の為中止 
精神保健福祉担当者連絡会（小松市） 小松市福祉課、当所、アドバイザー  

 

表６－２ 関係機関との連携、会議等への参加状況                         令和元年度 

主   催   内    容 回 数 参加延人数 

 くらし安心ネットワーク協議会 ＤＶ対策部会 2 26人 

 くらし安心ネットワーク協議会 いのちと心の部会 2 36人 

小松市 生活困窮者自立支援調整会議 1 20人 

 精神障がい者等地域生活支援研究会 1 14人 

 小松市福祉つながりネットワーク 1 67人 

 じりつ支援協議会 障がい福祉全体会 2 103人 

加賀市 加賀市庁内外自殺対策連絡会 1 20人 

 地域移行支援に係る会議 2 38人 

能美市 虐待防止協議会ＤＶ対策部会 1 12人 

 自殺防止対策連絡協議会 1 24人 

メンタルヘルスボランティア 行事等へのサポート 1 52人 

 

表６－３ 事例検討会・ケア会議に出席                                    令和元年度 

市町別（対象者住所別） 主    催 回  数 

小松市 

南加賀保健所 3 

精神科病院  3 

市役所 3 

加賀市 

精神科病院 １ 

市役所 2 

基幹相談センター 3 

 

能美市 

南加賀保健所 1 

県庁 1 

 精神科病院 2 

 市役所 1 

川北町 南加賀保健所 1 

   

表６－４ 医療観察法による事例検討・ケア会議への協力                     令和元年度 

主  催 内     容 ケース数 出席回数 参加人数 

金沢保護観察所 個別ケースの支援方法や役割分担についての検討 1 1 13人 
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